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自己資本比率規制と地域銀行
―自己資本比率規制は地域銀行の行動にどのような影響を与えたか？―

〔要　　　旨〕

１　世界経済に多大なダメージを与えた今次金融危機発生後，各方面で金融監督規制の見直

しが活発に行われてきており，金融監督規制の中核である自己資本比率規制についてはバ

ーゼル銀行監督委員会から昨(2009)年末に見直し案が提示された。このような状況をふま

え，今後の自己資本比率規制見直しに関する議論への寄与を目指して，地域銀行の行動に

自己資本比率規制が与えた影響について実証的な検証を行った。

２　自己資本比率規制が地域銀行の貸出行動に与えた影響については，03年３月期～09年３

月期のパネルデータを使った推計を行った。分析の結果，06年３月期までの第二地銀で，

自己資本比率が下げれば（上がれば）貸出額を減らした（増やした）というキャピタル・ク

ランチの考えに沿った貸出行動がとられたことが示唆された。しかし，07年３月期以降の

地域銀行においては，キャピタル・クランチの考えに沿った貸出行動は見いだせなかった。

３　次に，バーゼル銀行監督委員会が昨年末提示した見直し案の背景とされたバーゼルⅡの

問題点を明らかにして，それらの問題点が，地域銀行の行動に与えた影響について検証を

行った。分析の結果，見直し案のうち，レバレッジ比率の導入および流動性カバレッジ比

率の導入の必要性は認められたが，自己資本の質，リスク捕捉の更なる強化および安定調

達比率の導入の必要性は確認できなかった。

４　本稿の推計・検証方法についてはより一層の精緻化・高度化が必要であり，その結果に

もとづく解釈は限定的とならざるをえないが，次の２点が地域銀行への自己資本比率規制

適用に関するインプリケーションとして指摘できる。

①キャピタル・クランチが03年３月期～06年３月期の第二地銀で生じていたことを考え

ると，自己資本比率規制強化によって再びキャピタル・クランチが起きる可能性を排

除できない。

②現在提示されているバーゼルⅡの見直し案には，必ずしも導入の必要性を確認できな

い内容も含まれている。従って，見直し案をそのまま適用することについては，慎重

な対応が求められる。
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金融監督規制の中核とされてきた自己資

本比率規制が，地域経済・金融を担う地域

銀行の
（注１）

行動に与える影響について実証的に

検証することを本稿の目的とする。

2007年のサブプライム危機に端を発し，

08年のリーマンショックによって急拡大し

た金融危機は，世界経済に多大なダメージ

を与えた。今次金融危機が発生した主因と

して金融監督規制の失敗が指摘され，
（注２）

その

認識のもと金融監督規制の見直しが各方面

で活発に議論されてきた。そのなかでも最

も重要な位置づけをされてきた自己資本比

率規制の見直しに関しては，バーゼル銀行

監督委員会によって見直し案が昨（09）年

末に提示され，
（注３）

その後その見直し案に対し

て様々な検討が加えられてきている。

こうしたなか，地域の実体経済へのイン

パクトが大きい地域銀行の行動を対象にし

て，自己資本比率規制の影響を検証・分析

することは，今後の規制内容の見直しや具

体的な適用方法の検討に資するものと考え

る。また，金融監督規制がもたらす回避す

べきコストとして，銀行経営のインセンテ

ィブを変化させ銀行行動をゆがめ，資源配

分の非効率化を起こすことが広く指摘され

ている。
（注４）

本稿は，このようなコストが顕在

化していないか否かについての確認への一

助にもなりうるものと考える。

具体的には，従来から多くの先行研究が

蓄積されている自己資本比率規制の貸出行

動への影響に
（注５）

ついて分析するとともに，昨

年末に提示されたバーゼル銀行監督委員会

による見直し案の背景とされ，今次金融危
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機で明らかにされた現行自己資本比率規制
（注６）

の問題点のうち検証可能と思われる影響に

ついても分析することとしたい。

本稿の構成は次のとおりである。

まず，１で自己資本比率規制の地域銀行

の貸出行動への影響についての推計方法な

どを述べ，２で１の推計結果を示し考察を

行う。続いて３では今次金融危機で指摘さ

れた現行自己資本比率規制（以下「バーゼ

ルⅡ」という）の問題点を説明し，４でそ

の問題点の地域銀行への影響に関する検証

方法などを述べ，５で４の検証結果を示し

考察を行う。最後に，本稿の内容をまとめ

る。
（注１）本稿では，全国地方銀行協会加盟行および
第二地方銀行協会加盟行を地域銀行と呼ぶ。

（注２）G-20（2009）参照。
（注３）Basel Committee on Banking
Supervision（2009ａ，2009ｂ）参照。

（注４）例えば，堀内（1998）および池尾（2010）
を参照。

（注５）この影響は，自己資本の減少が銀行貸出を
減少させる現象として研究対象にされてきた。
Bernanke and Lown（1991）やPeek and
Rosengren（1995）らは，このような現象をキ
ャピタル・クランチ（Capital Crunch）と呼ん
だ。

（注６）現行自己資本比率規制はバーゼルⅡと一般
に呼ばれ，日本では07年３月期決算から適用さ
れている。なお，88年のバーゼル合意を受けて，
91年３月期決算から適用された自己資本比率規
制はバーゼルⅠと呼ばれる。このあたりの詳細
は佐藤（2007）を参照。

（１） 推計方法

自己資本比率規制が銀行の貸出行動に与

える影響についての先行研究は数多くあ

る。日
（注７）

本の銀行の貸出行動への影響を分析

した代表的な先行研究としては，Peek

and Rosengren（1997），Horiuchi and

Shimizu（1998），Ito and Sasaki（1998），

Ogawa and Kitasaka（2000），Honda

（2002），Woo（2003），Watanabe（2007），

Brana and Lahet（2009），Sasaki（2009）

などが挙げられるが，実証結果は様々であ

る。そ
（注８）

して，これらの先行研究はいずれも，

各銀行の貸出額などのミクロデータ（時系

列データとクロスセクションデータを組み合

わせたパネルデータ）を用いて分析を行っ

ているが，分析対象の銀行，期間，推計式

や採用される変数はそれぞれ異なっている。

これらの先行研究に基づき，本稿の推計

は，次のようなアンバランス・パネルデー

タ（unbalanced panel data）を用いた推計

を行った。
（注９）

まず，分析対象銀行は本稿の目的に従い

地域銀行全行とした。実際の推計は，地域

銀行全行を対象にした推計のほか，銀行特

性や規制内容による相違の可能性も確かめ

るため，全国地方銀行協会加盟行（以下

「地銀」という）のみを対象にした推計およ

び第二地方銀行協会加盟行（以下「第二地

銀」という）のみを対象にした推計，さら

には，国際統一基準行のみを対象にした推

計および国内統一基準行のみを対象にした

推計も行った。
（注10）

なお，預金保険法102条第

１項の３号による措置で一時国有化された

銀行は，他の地域銀行とは異なる要素が影

響する可能性が高いため，サンプルからは

１　貸出行動への影響について

の推計方法と使用データ
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ずした。また，データの連続性を確保する

観点から，合併等による他行から事業譲渡

を受けた銀行はそれ以前の銀行とは異なる

新しいサンプルとして扱い，事業を譲渡し

た銀行はその時点で消滅した銀行とみなし

た。

次に，分析期間については，自己資本比

率規制が金融監督規制のなかで中心的な役

割を機能しはじめたと指摘される03年３月

期以降とし，具体的には03年３月期～09年

３月期とした。
（注11）

実際の推計では，07年３月

期のバーゼルⅡ導入による影響を確かめる

ため，03年３月期～09年３月期の期間のほ

か，03年３月期～06年３月期と07年３月期

～09年３月期のそれぞれの期間の推計も行

った。

推計式は，地域銀行も含んだ業態別にお

ける自己資本比率規制の貸出への影響を分

析したSasaki（2009）に倣い，以下に示す

誘導型方程式とした。
（注12）

貸出額変化率ｉ，ｔ＝定数項

＋ａ×自己資本比率変化率ｉ，ｔ

＋ｂ×不良債権比率変化率ｉ，ｔ

＋ｃ×GDP変化率ｉ，ｔ

＋ｄ×売上高経常利益率変化率ｉ，ｔ

＋誤差項ｉ，ｔ

上式のｉは各銀行を，ｔは年度を，a，b，

c，dは各説明変数の係数を，それぞれ表し

ており，被説明変数と説明変数の変化率は

当年度と前年度の自然対数の差によって算

出した。

推計モデルについては，最小二乗法（変

数間にどのような関係があるかを統計的に導

きだす方法）のほか，各銀行の特性に考慮

農林金融2010・9
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するという観点から，固定効果モデル（被

説明変数の違いは各銀行固有の特性によると

ころが多いと考えるモデル）と変量効果モデ

ル（被説明変数の違いは各銀行固有の特性に

よらずランダムなものと考えるモデル）も使

用した。そのうえで，推計モデルの採用に

関する検定を実施して，統計的に最も有意

な推計モデルによる推計結果を採用した。
（注13）

（注７）先行研究の包括的なサーベイについては，
Mora and Logan（2010）が詳しい。

（注８）分析期間は，ほとんどの先行研究の場合90
年代である。

（注９）アンバランス・パネルデータとはデータの
なかに欠損値があるパネルデータのことで，具
体的な推計にあたっては，山澤（2004），北岡・
高橋・矢野（2008）および松浦・コリンマッケ
ンジー（2009）を参考にした。

（注10）国際統一基準行は海外拠点を有する銀行で，
国内基準行は海外拠点を有しない銀行のことを
言う。詳細は，佐藤（2007）を参照。

（注11）櫻川（2006）は，自己資本比率規制が金融
監督規制の中心的な役割を機能し始めたのは，
02年10月に不良債権処理の積極的推進を目指し
た「金融再生プログラム」が公表された以降で
あったとしている。

（注12）誘導型方程式とは，貸出への需要面からの
影響と供給面からの影響を一つの式として表し
たもの。なお，誘導型方程式については，山澤
（2004）が詳しい。

（注13）具体的には，Redundant Testによって固
定効果モデルが冗長であるという仮説を検定し，
この仮説が棄却されない場合は，最小二乗法に
よる推計結果を採用した。そして，Redundant
Testによって固定効果モデルが冗長であるとい
う仮説が棄却された場合は，ハウスマン検定を
行い，その検定結果に従い固定効果モデルか変
量効果モデルのいずれかを採用した。

（２） 使用データ

上記（1）の推計式は，自己資本比率と不

良債権比率が各銀行の貸出行動に影響する

という仮定に加えて，GDPと売上高経常利

益率というマクロ指標（各銀行とも共通の
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ータの出所先については，貸出額，自己資

本比率および不良債権比率（リスク管理債

権の貸出額に対する比率）は全国銀行協会

『全国銀行財務諸表分析』各年度版で，
（注15）

GDPは内閣府ホームページ，売上高経常利

益率変化率は財務省『法人企業統計年報』

各年版である。

各データの記述統計を示すと，第１表の

とおりになる。

（注14）（注５）参照。
（注15）連結ベースの公表をしていない銀行もある
ため，単体べースの数値を採用した。

数値）も銀行貸出に影響を与えるという仮

定に基づいている。

自己資本比率が減少した時は貸出額を減

らすというキャピタル・クランチの考えに
（注14）

従うと自己資本比率変化率の係数の符号は

正になることが予想される。不良債権比率

については，不良債権が増えれば銀行行動

はより慎重になるのでリスクアセットであ

る貸出額は減るという考えに従うと不良債

権比率変化率の係数の符号は負になること

が予想される。GDPについては，GDPが成

長すれば銀行貸出への需要が増えるという

考えに従うとGDP変

化率の係数の符号は

正になることが予想

される。売上高経常

利益率については，

企業収益が高まれば

銀行は貸出を増やそ

うとするという考え

に従うと売上高経常

利益率変化率の係数

の符号は正になるこ

とが予想される一

方，収益力の高い企

業ほど銀行からの借

入れへの需要が低下

するという考えに従

えば売上高経常利益

率変化率の係数の符

号は負になることが

予想される。

なお，各変数のデ

Ⅰ地域銀行全行（データ数）  

　貸出額変化率 
　自己資本比率変化率 
　不良債権比率変化率 
　GDP変化率 
　売上高経常利益率変化率 

Ⅱ地銀（データ数）  

　貸出額変化率 
　自己資本比率変化率 
　不良債権比率変化率 
　GDP変化率 
　売上高経常利益率変化率 

Ⅲ第二地銀（データ数） 

　貸出額変化率 
　自己資本比率変化率 
　不良債権比率変化率 
　GDP変化率 
　売上高経常利益率変化率 

Ⅳ国際統一基準行（データ数） 

　貸出額変化率 
　自己資本比率変化率 
　不良債権比率変化率 
　GDP変化率 
　売上高経常利益率変化率 

Ⅴ国内基準行（データ数） 

　貸出額変化率 
　自己資本比率変化率 
　不良債権比率変化率 
　GDP変化率 
　売上高経常利益率変化率 

第1表　記　述　統　計 

（７６３） （４４３） （３２０） 

平均値 

０３.３～０９．３ 

平均値 

０３．３～０６．３ 

０．０１２ 
０．０１７ 
ー０．１０６ 
０．０１１ 
０．０１９ 

０．００６ 
０．０２２ 
ー０．１１８ 
０．０１９ 
０．１２０ 

０．０３８ 
０．１１２ 
０．２００ 
０．０２０ 
０．１６１ 

０．０２１ 
０．００９ 
ー０．０９１ 
０．００１ 
ー０．１１６ 

０．０３８ 
０．１００ 
０．１７７ 
０．００５ 
０．０３０ 

０．０３６ 
０．１２６ 
０．２２８ 
０．０２７ 
０．１６６ 

（５６） （３２） （２４） 

０．０２１ 
０．００６ 
ー０．１１０ 
０．０１１ 
０．０１９ 

０．００７ 
０．０２０ 
ー０．１２２ 
０．０１９ 
０．１２０ 

０．０３０ 
０．０５６ 
０．２０３ 
０．０２０ 
０．１６１ 

０．０４０ 
ー０．０１３ 
ー０．０９５ 
０．００１ 
ー０．１１６ 

０．０２７ 
０．０４８ 
０．２２４ 
０．００５ 
０．０３０ 

０．０２２ 
０．０６２ 
０．１７４ 
０．０２７ 
０．１６６ 

（３２６） （１９４） （１３２） 

（７０７） （４１１） （２９６） 

０．０１１ 
０．０１７ 
ー０．１０６ 
０．０１１ 
０．０１９ 

０．００６ 
０．０２２ 
ー０．１１７ 
０．０１９ 
０．１２０ 

０．０３９ 
０．１１５ 
０．２００ 
０．０２０ 
０．１６１ 

０．０１９ 
０．０１１ 
ー０．０９１ 
０．００１ 
ー０．１１６ 

０．０３９ 
０．１０３ 
０．１７３ 
０．００５ 
０．０３０ 

０．０３６ 
０．１３０ 
０．２３２ 
０．０２７ 
０．１６６ 

０．００８ 
０．０１７ 
ー０．１００ 
０．０１１ 
０．０１９ 

０．００６ 
０．０１８ 
ー０．１１５ 
０．０１９ 
０．１２０ 

０．０４０ 
０．１３９ 
０．２１６ 
０．０２０ 
０．１６１ 

０．０１２ 
０．０１５ 
ー０．０７９ 
０．００１ 
ー０．１１６ 

０．０４３ 
０．１２９ 
０．１７５ 
０．００５ 
０．０３０ 

０．０３５ 
０．１５４ 
０．２６４ 
０．０２７ 
０．１６６ 

（４３７） （２４９） （１８８） 

０．０１５ 
０．０１６ 
ー０．１１１ 
０．０１１ 
０．０１９ 

０．００６ 
０．０２５ 
ー０．１２０ 
０．０１９ 
０．１２０ 

０．０３６ 
０．０８６ 
０．１８８ 
０．０２０ 
０．１６１ 

０．０２７ 
０．００５ 
ー０．０９９ 
０．００１ 
ー０．１１６ 

０．０３４ 
０．０７０ 
０．１７９ 
０．００５ 
０．０３０ 

０．０３５ 
０．１０３ 
０．１９９ 
０．０２７ 
０．１６６ 

平均値 

０７．３～０９．３ 

資料　全国銀行協会『全国銀行財務諸表分析』各年度版, 内閣府ホームページ, 財務省『法人企
業統計年報』各年版 

標準偏差 標準偏差 標準偏差 

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/



ここに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。

（１） 推計結果

推計結果は，第２表のとおりである。

まず，地域銀行全行を対象にした推計を

みると，自己資本比率変化率の係数は，07

年３月期以降で予想に反して負で有意とな

った。不良債権比率変化率の係数は，予想

どおり負で有意となった。GDP変化率の係

農林金融2010・9
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数は，03年３月期～09年３月期では予想ど

おり正で有意となったが，07年３月期以降

では予想に反して負で有意となった。売上

高経常利益率変化率の係数は，03年３月期

～09年３月期では負で有意となったが，07

年３月期以降では正で有意となった。

次に，地銀のみを対象にした推計結果で

あるが，その内容は，地域銀行全行の場合

とほぼ同様と言えるものであった。

第二地銀のみを対象にした推計結果にお

いて注目すべきは，03年３月期～06年３月

２　貸出行動への影響に

ついての推計結果と考察

Ⅰ
地
域
銀
行
全
行 

Ⅱ
地
銀 

Ⅲ
第
二
地
銀 

Ⅳ
国
際
統
一
基
準
行 

Ⅴ
国
内
基
準
行 

自己資本比率変化率 
不良債権比率変化率 
GDP変化率 
売上高経常利益率変化率 

自由度修正済決定係数 

推計モデル 

自己資本比率変化率 
不良債権比率変化率 
GDP変化率 
売上高経常利益率変化率 

自由度修正済決定係数 

推計モデル 

自己資本比率変化率 
不良債権比率変化率 
GDP変化率 
売上高経常利益率変化率 

自由度修正済決定係数 

推計モデル 

自己資本比率変化率 
不良債権比率変化率 
GDP変化率 
売上高経常利益率変化率 

自由度修正済決定係数 

推計モデル 

自己資本比率変化率 
不良債権比率変化率 
GDP変化率 
売上高経常利益率変化率 

自由度修正済決定係数 

推計モデル 

（注）　有意水準の欄で, ＊＊＊, ＊＊, ＊は, それぞれ１％, ５％, １０％の水準で有意であることを示す。 

第2表　推計結果（被説明変数：貸出額変化率） 

ー０．０１１ 
ー０．０３２ 
０．７３１ 
ー０．１２１ 

 

 

ー０．０２９ 
ー０．０１９ 
０．９１８ 
ー０．１６６ 

 

 

ー０．００１ 
ー０．０４２ 
０．５０９ 
ー０．０６１ 

 

 

０．０８５ 
ー０．０５２ 
１．１５１ 
ー０．２４７ 

 

 

ー０．０１０ 
ー０．０３０ 
０．６９２ 
ー０．１１２ 

０３.３～０９．３ ０３．３～０６．３ ０７．３～０９．３ 

係数 

ー１．１０５ 
ー５．４５４ 
５．３２７ 
ー７．０８９ 

０．０９５ 

   

 ー１．７０８ 
ー２．５１４ 
５．４４１ 
ー７．８９２ 

０．１７１ 

 

ー０．０７８ 
ー４．６６８ 
２．３０８ 
ー２．２０４ 

０．０６８ 

 

１．４５９ 
ー３．８４８ 
３．５７８ 
ー５．９６６ 

０．５８５ 

 

ー０．９４６ 
ー４．７３９ 
４．７７１ 
ー６．１７４ 

０．０７５ 
 

ｔ値 

変量効果モデル 

変量効果モデル 

変量効果モデル 

変量効果モデル 

固定効果モデル 

 
*** 
*** 
*** 
 

* 
** 
*** 
*** 
 

 
*** 
** 
** 
 

 
*** 
*** 
*** 
 

 
*** 
*** 
*** 
 

固定効果モデル 

変量効果モデル 

固定効果モデル 

固定効果モデル 

固定効果モデル 

 
*** 
*** 
*** 
 

 
*** 
*** 
*** 
 

** 
 
*

 
 
*** 
 

 
*** 
*** 
*** 
 

固定効果モデル 

固定効果モデル 

固定効果モデル 

固定効果モデル 

固定効果モデル 

*** 
** 
* 
* 
 

*** 
 
** 
** 
 

 
*

 

*** 
*

有意水準 係数 ｔ値 有意水準 係数 ｔ値 有意水準 

０．０２３ 
ー０．０３８ 
１．２７９ 
ー０．１７８ 

 

 

ー０．０２１ 
ー０．０５１ 
１．３５５ 
ー０．２７９ 

 

 

０．０４６ 
ー０．０２７ 
１．０７０ 
ー０．０３９ 

 

 

ー０．１２７ 
ー０．００４ 
４．０５０ 
ー０．１５４ 

 

 

０．０２６ 
ー０．０３６ 
１．１６１ 
ー０．１７０ 

１．３４８ 
ー３．４５７ 
３．３９５ 
ー３．３９８ 

０．４０３ 

 

１．３４８ 
ー３．４５７ 
２．７７０ 
ー４．２１１ 

０．１４８ 

 

２．１５２ 
ー１．５４０ 
１．８９８ 
ー０．４６８ 

０．４９７ 

 

ー１．０８６ 
ー０．１４８ 
３．１３４ 
ー０．９２９ 

０．４６４ 

 

１．４４１ 
ー３．０８４ 
２．９４９ 
ー３．０６４ 

０．４０２ 
 

ー０．０４５ 
ー０．０１７ 
ー１．５４４ 
０．２４８ 

 

 

ー０．０５５ 
０．００５ 
ー２．０９０ 
０．３１８ 

 

 

ー０．０３０ 
ー０．０３２ 
ー０．４３４ 
０．０９０ 

 

 

０．０００ 
ー０．０２５ 
ー３．７９３ 
０．５６４ 

 

 

ー０．０４３ 
ー０．０１５ 
ー１．２９２ 
０．２１０ 

 

ー３．２２４ 
ー２．０８２ 
ー１．９０５ 
１．８６４ 

０．４８５ 

 

ー２．８１３ 
０．４９２ 
ー２．１５３ 
１．９９４ 

０．５３２ 

 

ー１．５０６ 
ー２．７５１ 
ー０．３２３ 
０．４１０ 

０．４２３ 

 

０．００４ 
ー１．１１７ 
ー１．５９５ 
１．３８９ 

０．５７４ 

 

ー３．０３２ 
ー１．８３９ 
ー１．５０３ 
１．４９１ 

０．４７５ 
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期で自己資本比率変化率の係数は予想どお

り正で有意となったことである。

国際統一基準行のみを対象にした推計で

は，03年３月期～09年３月期で自己資本比

率変化率の係数が予想どおり正となったが

有意にはならなかった。

最後に，国内基準行のみを対象にした推

計は，地域銀行全行や地銀のみを対象にし

た推計とほぼ同様と言えるものであった。

（２） まとめと考察

自己資本比率規制による影響に絞れば，

上記（1）の推計結果から，03年３月期～06

年３月期で第二地銀において自己資本比率

が下がれば（上がれば）貸出額を減らした

（増やした）という貸出行動が示唆され，07

年３月期以降では，逆の貸出行動すなわち

自己資本比率が下がれば（上がれば）貸出

額を増やした（減らした）貸出行動が，特

に地銀あるいは国内基準行において示唆さ

れた。

しかし，07年３月期以降の結果について

はリーマンショック直後の特殊事情に留意

しなくてはいけないだろう。その特殊事情

とは世界的な資本市場の機能停止ないしは

機能不全とそれに伴う銀行貸出への一時的

な需要の高まりのことである。
（注16）

具体的には，

08年秋から09年春にかけてCP市場や社債

市場が十分に機能しなくなり（CPや社債の

発行ができなくなり），それまで資本市場か

ら資金調達でき，銀行借入には頼っていな

かった優良企業までもが銀行貸出を求める

ようになった現象である。このような状況

農林金融2010・9
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下，金融危機による資産価格下落などによ

って銀行の自己資本比率が下がっても，企

業サイドからの貸出へのニーズが強くなっ

たことによって貸出額は増える事態に至っ

た。その結果を反映して，自己資本比率変

化率の係数が負で有意となった可能性があ

る。このことは，GDP変化率の係数が負で

有意となり，売上高経常利益率変化率の係

数が正で有意となっていることにも整合的

である。つまり，GDP変化率と売上高経常

利益率変化率の動きから，景気後退が起こ

っても銀行貸出へのニーズは強く，収益力

の高い企業も銀行貸出を求めたという解釈

も成り立つ。

従って，07年３月期以降に見られる貸出

行動は，この点からの影響を見極めなくて

はならずバーゼルⅡ導入の影響についても

留保が必要である。しかし，自己資本比率

が下がれば（上がれば）貸出額を減らした

（増やした）というキャピタル・クランチの

考えに沿った貸出行動は見いだせなかった

ことは少なくとも指摘できよう。

（注16）この現象については広田（2009）が詳しい。

昨年末提示されたバーゼル銀行監督委員

会による改革案とその背景にあるバーゼル

Ⅱが有する問題点を，Basel Committee on

Banking Supervision（2009ａ，2009ｂ）

および北野・青崎（2010）を参考にして簡

潔に整理してみると第３表のようになる。

３　今次金融危機で指摘された

バーゼルⅡの問題点
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まず，自己資本の質，一貫性および透明

性の向上については，今次金融危機で自己

資本の質が改めて問われ，自己資本の部分

の定義がこれまであまり見直されず各国間

での一貫性や算出の透明性が低かったこと

が背景とされている。例えば，Shin（2009）

では，07年に破綻した英国金融機関ノーザ

ンロック（Northern Rock）の事例を使い，

普通株式のみの自己資本，普通株式と優先

株の自己資本，さらには普通株式と優先株

に劣後債務も加えた自己資本の３種類の自

己資本の乖離が年々広がっていたことを明

らかにしている。

次に，リスク捕捉の更なる強化について

は，カウンターパーティーリスクの把握が

農林金融2010・9
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不十分であったことや外部格付の過度の依

存が背景とされている。例えば，古賀

（2009）は，今次金融危機発生までは，銀

行は証券化商品の組成者としてもあるいは

投資家としても外部の格付会社に依存する

インセンティブが強く，銀行の情報生産機

能が弱くなっていたことを説明している。

３番めのレバレッジ比率の導入について

は，バーゼルⅡが資産のリスクに応じてリ

スクウェイトを掛け合わせて算出されるた

めリスク感応的であることから，多くの銀

行でバーゼルⅡの枠組みでは低リスク資産

とみなされる資産を積み上げる行動，すな

わちレバレッジを高くして収益獲得をねら

う行動がとられたことが背景とされてい

１ 
自己資本の質,  
一貫性および 
透明性の向上 

資料　Ｂａｓｅｌ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ ｏｎ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎ（２００９ａ, ２００９ｂ）および北野・青崎（２０１０）を参考にして作成 

第3表　バーゼルⅡ見直し案（市中協議文書）の骨子 
－２００９年１２月のバーゼル銀行監督委員会による改革案とその背景－ 

主な内容 背景・理由 

Tier１を主要な部分（以下「普通株式等」）とそれ
以外に分けて,「普通株式等」は普通株と内部留
保でのみ構成させ, 規制上の調整（資本の質を高
めるための調整）を原則「普通株式等」に適用。 
また,「普通株式等」以外のTier１およびTier２
の質も合わせて強化。 
さらに, ①「普通株式等」, ②Tier１, ③Tier１＋
Tier2の３種類の資本に対して, それぞれリスク
アセットに対する必要な比率を求める。 

２ 

リスク捕捉の 
更なる強化 

カウンターパーティーリスク（ある取引先と店頭
デリバティブ取引などがある場合, その取引先が破
綻したときに損失を被るリスク）の取扱いの強化。 
また, 外部格付への過度な依存の見直し。 

３ 

レバレッジ 
比率の導入 

４ 

プロシクリカリティー 
（景気循環増幅効果） 
の抑制 

プロシクリカリティーの４種類の抑制策を提示し, 
具体的な方法などは継続検討となった。 

５ 

流動性規制の 
新たな導入 

流動性カバレッジ比率（３０日間にわたる流動性に
関するストレス時においても高品質の流動資産の保
有を求める比率：「適格流動資産÷３０日間のストレス
機関に必要となる流動性」）と安定調達比率（より
長期の流動性管理の強化を促すための比率：「安定
資金調達額÷安定資金調達必要額」）の導入。 

これまで, 自己資本の部分の定義については, 
大きな見直しがなされてこなかったため, 各国
間で定義に関する一貫性が損なわれる状態と
なっていた。 
また, 自己資本の質が, 今次金融危機で改めて
問われた。 
さらに, リスクアセットに比べて, 自己資本はそ
の算出方法などの透明性が低かった。 

カウンターパーティーリスクが適切に把握され
ていなかった。 
また, 外部格付に依存することによって, 銀行自
身によるリスク評価がおろそかになるなどの負
のインセンティブが働いた。 

リスク感応的な自己資本比率は, プロシクリカリ
ティーの特性を潜在的に有していることが指摘
されてきた。 

今次金融危機で, 多くの銀行で流動性危機が発
生。これまで, 流動性リスク管理に関する規制が
不十分だった。 

資産のリスクに応じてリスク・ウェイトを掛け合
わせて算出するリスク感応的な自己資本比率の
補完として, リスク感応的ではないレバレッジ比
率を導入。 

自己資本比率は十分な水準であった銀行が過
度にレバレッジを高めていたことが明らかにな
った。 

農林中金総合研究所 
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る。International Monetary Fund（2009）

は，今次金融危機発生前のノーマルなレバ

レッジ倍率（資産額÷普通株式）が25倍で

あったのに対して，08年末のユーロ圏にお

ける銀行の実際のレバレッジ倍率は40倍で

あったことを報告している。

４番めのプロシクリカリティー
（注17）

の抑制に

ついては，以前から指摘されたプロシクリ

カリティーが今次金融危機でも起こり景気

悪化をより激しくしたという指摘されるこ

とが背景とされている。しかし，このプロ

シクリカリティーについては定量的な分析

が十分になされておらず，その実態は未だ

把握されていないと言われている。
（注18）

最後の流動性規制の新たな導入について

は，今次金融危機で多くの銀行に流動性危

機が発生したことが背景とされている。例

えば，Morris and Shin（2008）は，実際

のデータを分析したうえで，金融監督規制

として，十分に流動性のある資産の保有お

よび長期債務のような十分に安定的な資金

調達の２点を提唱している。

（注17）プロシクリカリティーとは，景気後退期に
は，貸倒れ等のダウンサイド・リスク増加に対
応して所要自己資本が上昇するため銀行貸出減
少などが起こり更なる景気後退への圧力がかか
る一方，景気拡大期には，その逆の現象が起こ
り更なる景気拡大への圧力がかかることを言う。
例えば，Kashyap and Stein（2004）を参照。

（注18）西村（2009）参照。

上記３で挙げたバーゼルⅡの問題点が地

農林金融2010・9
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域銀行に与えた影響を確かめるため，05年

３月期～09年３月期を対象にして可能な範

囲で検証を行った。

自己資本の質，一貫性および透明性の向

上についてはTier1のうち優先株を除いた

部分のリスク調整済自己資本に占める比率

に関する検証，リスク捕捉の更なる強化に

ついては審査体制の充実度（本部人員数に

占める審査担当部人員数の比率）に関する検

証，レバレッジ比率の導入については自己

資本比率とレバレッジ比率の差に関する検

証，そして，流動性規制の新たな導入につ

いては現金預け金・国債の負債に対する比

率および負債のうち個人預金が占める比率

に関する検証をそれぞれ行った。
（注19）

なお，問

題点のうちプロシクリカリティーに関する

検証は，前述のとおりその実態は十分には

把握されておらず容易には検証できないこ

とから，実施しなかった。具体的には，以

下の（1）～（4）のとおりである。

（注19）２で行った推計の場合と同様，銀行特性や
規制内容による相違の可能性を確かめるため，
地域銀行全行を対象にした検証のほか，地銀の
みを対象にした検証，第二地銀のみを対象にし
た検証，国際統一基準行のみを対象にした推計
および国内基準行のみを対象にした推計も行っ
た。また，２と同様，預金保険法102条第１項の
３号による措置で一時国有化された銀行をサン
プルからはずした。

（１）Tier1のうち優先株を除いた部分の

リスク調整済自己資本に占める比率

バーゼルⅡが定めるリスク調整済自己資

本は，中核的な基本的項目であるTier1と

補完的項目であるTier2によって構成され

ており，Tier1には普通株，内部留保のほ

４　バーゼルⅡの問題点の

検証方法と使用データ
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か優先株なども含まれているが，
（注20）

Tier1の

うち優先株などを除いた部分が最も質が高

い自己資本と一般に考えられており，第３

表で示した見直し案でもその考えに沿って

いる。

この観点から，このTier1のうち優先株

を除いた部分のリスク調整済自己資本に占

める比率が，バーゼルⅡ導入以降どの程度

変化したかについて検証し，
（注21）

地域銀行が自

己資本の質を落とすという行動をとったか

否かを確かめた。なお，Tier1，そのうち

の優先株およびリスク調整済自己資本の各

データについては『金融ビジネス』の各年

SUMMER号より取得した。
（注20）詳細は佐藤（2007）参照。
（注21）普通株と内部留保を除くTier1には優先株
以外の項目も含まれているが，本稿では検証の
簡便性を優先して，除外する対象を金額的に最
も影響が大きい優先株に限ることにした。

（２） 本部人員数に占める審査担当部

人員数の比率

バーゼルⅡが外部の格付会社への過度の

依存を促し，その結果銀行自身によるリス

ク評価がおろそかになったという指摘に対

しては，銀行自身によるリスク評価活動の

代理変数として審査体制の充実度を確かめ

ることにした。

審査体制の充実度については，富山・深

尾・隋・西村（2001）に倣って，本部人員

数に占める審査担当部人員数の比率を使用

して検証したが，部署名から審査担当部を

特定できない銀行はサンプルから除外し

た。なお，本部人員数および審査担当部人

員数の各データについては，日本金融通信

農林金融2010・9
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社『日本金融名鑑』各年度版より取得し

た。

（３）自己資本比率とレバレッジ比率の差

バーゼルⅡが，規制の対象にならないレ

バレッジを高める誘因を銀行に与えたとい

う指摘に対しては，バーゼルⅡに従って算

出した自己資本比率と分母をリスク調整済

資産額ではなくバランスシート上の総資産

額として算出したレバレッジ比率との差が

どれ位広がったかについて検証した。

なお，自己資本額とリスク調整済資産額

は日本金融通信社『ニッキン資料年報』の

各年度版より取得し，総資産額は全国銀行

協会『全国銀行財務諸表分析』の各年度版

より取得した。

（４） 現金預け金・国債の負債に対する

比率と負債のうち個人預金が占め

る比率

バーゼルⅡでは流動性に関する規制がな

されておらず，そのため今次金融危機では

流動性危機が想定以上に顕在化されたとい

う反省のもと，見直し案では第３表で示し

たとおり２種類の規制案（流動性カバレッ

ジ比率と安定調達比率）が提示された。

流動性カバレッジ比率は，高品質の流動

資産を多く保有するという考えに基礎を置

いていることから，代理変数として現金預

け金・国債の負債に対する比率を使って検

証を行った。一方，安定調達比率は，十分

に安定した資金調達（市場からの大口資金

の短期調達ではない資金調達）をより多くし

農林中金総合研究所 
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なければならないという考えに基礎を置い

ていることから，代理変数として安定した

資金調達先と一般に考えられている個人預

金が負債に占める比率を使って検証を行っ

た。
（注22）

（注22）Shin（2009）も，個人預金の資金調達先
としての安定性について説明している。

上記４で説明した検証の結果とその考察

は，以下のようになる。

（１）Tier1のうち優先株を除いた部分の

リスク調整済自己資本に占める比率

Tier1のうち優先株を除いた部分のリス

ク調整済自己資本に占める比率の検証結果

は，第４表のとおりとなった。

第４表から，Tier1のうち優先株を除い

た部分のリスク調整済自己資本に占める比

率の低下は地域銀行では確認できず，むし

ろ，地域銀行のなかで国際統一基準行に限

れば，07年３月期以降この比率を上昇させ

ていることが統計的にも裏付けられた。

（２） 本部人員数に占める審査担当部

人員数の比率

本部人員数に占める審査担当部人員数の

５　バーゼルⅡの問題点の

検証結果と考察

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

資料　『金融ビジネス』各年ｓｕｍｍｅｒ号       
（注）１　０９年３月期で, Ｔｉｅｒ１に占める優先株の金額が把握できない銀行が３行あり, それらの銀行もサンプルから

除外した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
２　平均値の差の検定は, 分散が等しくないと仮定した２標本によるｔ検定による。       

　　　　なお, ＊＊＊は１％有意水準, ＊＊は５％有意水準, ＊は１０％有意水準を示す。      

第4表　Tier1のうち優先株を除いた部分のリスク調整済自己資本に占める比率 

１１１ 
１１０ 
１０９ 
１０８ 
１０４ 

対象行数 

０．７４５６ 
０．７５３４ 
０．７２７７ 
０．７３６９ 
０．７２８７ 

平均値 

０．１７９８ 
０．１６０９ 
０．２２８７ 
０．１９９７ 
０．２０５３ 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

標準偏差 

０．６３９８ 
０．３３５７ 
０．６３７０ 

ｔ値 有意水準 

平均値の差の検定結果 決算期 

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

６３ 
６３ 
６３ 
６３ 
６２ 

０．７５０８ 
０．７５５７ 
０．７４６０ 
０．７６４３ 
０．７６５１ 

０．１６９５ 
０．１５９１ 
０．１７６９ 
０．１５８５ 
０．１７３７ 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

０．１５３８ 
ー０．４５６７ 
ー０．４６１９ 

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

４８ 
４７ 
４６ 
４５ 
４２ 

０．７３８７ 
０．７５０３ 
０．７０２７ 
０．６９８６ 
０．６７４９ 

０．１９２４ 
０．１６３４ 
０．２８２８ 
０．２４０８ 
０．２３４５ 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

０．７１１６ 
０．８７４０ 
１．３８２７ 

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

９ 
９ 
９ 
８ 
８ 

０．７４２５ 
０．７２３６ 
０．７５５２ 
０．８５３７ 
０．９０６７ 

０．０７６３ 
０．０７５２ 
０．０７８１ 
０．０６９２ 
０．０７８６ 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

ー０．３２９４ 
ー２．９５８７ 
ー４．０９１５ 

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

１０２ 
１０１ 
１００ 
１００ 
９６ 

０．７４５９ 
０．７５６０ 
０．７２５３ 
０．７２７６ 
０．７１３９ 

０．１８６２ 
０．１６６２ 
０．２３７４ 
０．２０３７ 
０．２０５６ 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

０．６８１６ 
０．６６２１ 
１．１３９５ 

 
*** 
***

地
域
銀
行
全
行 

Ⅰ 

地
銀 Ⅱ 

第
二
地
銀 

Ⅲ 

国
際
統
一
基
準
行 

Ⅳ 

国
内
基
準
行 

Ⅴ 

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/



ここに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。

比率について，審査担当部が特定できた60

行を対象にした検証結果は第５表のとおり

となった。

第５表から，対象となった地域銀行では，

本部人員数に占める審査担当部人員数の比

率を変化させていなかったことが確認でき

た。

農林金融2010・9
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（３）自己資本比率とレバレッジ比率の差

自己資本比率とレバレッジ比率の差につ

いての検証結果は，第６表のとおりとなっ

た。

第６表から，自己資本比率とレバレッジ

比率の差は，07年３月期以降地域銀行で拡

大していたことが確認できた。

（４） 現金預け金・国債の負債に対する

比率と負債のうち個人預金が占め

る比率

まず，現金預け金・国債の負債に対する

比率についての検証結果は，第７表のとお

りとなった。

０５.３ 

０７．３ 

０９．３ 

資料　日本金融通信社『日本金融名鑑』各年度版  

第5表　本部人員数に占める審査担当部人員数 
の比率　　　　　　　　　　 

 

６０ 

決算期 対象行数 

０．０９２１ 

０．０９２７ 

０．０９２０ 

平均値 

０．０４２３ 

０．０４１６ 

０．０４３４ 

標準偏差 

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

資料　日本金融通信社『ニッキン資料年報』各年度版, 全国銀行協会『全国銀行財務諸表分析』各年度版      
（注）　平均値の差の検定は, 分散が等しくないと仮定した２標本によるｔ検定による。  
　　　なお, ＊＊＊は１％有意水準, ＊＊は５％有意水準, ＊は１０％有意水準を示す。      

対象行数 平均値 
（％） 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

標準偏差 
（％） 

ｔ値 有意水準 

平均値の差の検定結果 決算期 

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

地
域
銀
行
全
行 

Ⅰ 

地
銀 Ⅱ 

第
二
地
銀 

Ⅲ 

国
際
統
一
基
準
行 

Ⅳ 

国
内
基
準
行 

Ⅴ 

第6表　自己資本比率（自己資本額÷リスク調整済資産額） 
　　　　　　　とレバレッジ比率（自己資本額÷総資産額）の差　　　　 

１１１ 
１１０ 
１０９ 
１０８ 
１０７ 

４．４５９５ 
４．５８９２ 
４．８５９４ 
４．８３７８ 
４．８８０４ 

１．１３９１ 
１．０３２４ 
１．２４５０ 
１．２８８９ 
１．１９５０ 

ー２．４７２７ 
ー２．２８８５ 
ー２．６４８０ 

６３ 
６３ 
６３ 
６３ 
６３ 

４．９５９７ 
５．０４４３ 
５．４０２７ 
５．３５８４ 
５．３４２６ 

１．０９２４ 
０．９３６４ 
１．１６２４ 
１．１６８０ 
１．１５６１ 

ー２．１８６７ 
ー１．９６３２ 
ー１．８９５５ 

４８ 
４７ 
４６ 
４５ 
４４ 

３．８０３０ 
３．９７９３ 
４．１１５２ 
４．１０８８ 
４．２１８７ 

０．８２１５ 
０．８１８４ 
０．９２９７ 
１．０７９８ 
０．９０３０ 

ー１．７０４２ 
ー１．５１３２ 
ー２．２７７３ 

９ 
９ 
９ 
８ 
８ 

５．０９２９ 
４．９２０１ 
５．６０５７ 
５．６５８０ 
５．５３１８ 

０．４７０１ 
０．４９７３ 
０．８３２４ 
０．８７６５ 
０．９４５５ 

ー１．５１７２ 
ー１．５２４８ 
ー１．１１３７ 

１０２ 
１０１ 
１００ 
１００ 
９９ 

４．４０３６ 
４．５５９８ 
４．７９２２ 
４．７７２２ 
４．８２７８ 

１．１６３６ 
１．０６２２ 
１．２５４０ 
１．２９４０ 
１．１９７６ 

ー２．２７０４ 
ー２．１１６５ 
ー２．５３３１ 

 

** 
** 
**

** 
** 
***

** 
* 
*

* 
* 
**
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の質を低下させたことや審査体制を弱体化

させたことはなかったが，レバレッジを拡

大させた行動は確認された。また，流動性

管理に関しては，流動性のある資産の保有

を減少させた一方で，安定した資金調達と

言える個人預金の比重は上昇させたことが

認められた。

なお，上記（1）～（4）の検証は，バーゼ

ルⅡの問題点を可能な範囲で検証したもの

であり，それぞれの検証対象と自己資本比

率規制との関連が十分には確認できないこ

とに留意が必要である。つまり，検証範囲

が限られたものであるだけではなく，各検

証対象の内容は自己資本比率規制あるいは

バーゼルⅡ導入以外の要因によってもたら

第７表から，現金預け金・国債の負債に

対する比率を，07年３月期以降地域銀行は

減少させていることが確認できた。

次に，負債のうち個人預金の占める比率

についての検証結果は第８表のとおりとな

った。

第８表から，負債のうち個人預金の占め

る比率は，07年３月期以降上昇させている

ことが確認できた。

（５） まとめと考察

上記（1）～（4）の検証結果をまとめると

次のようになる。

地域銀行では，バーゼルⅡの問題点とし

て指摘されている問題点のうち，自己資本

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

資料　全国銀行協会『全国銀行財務諸表分析』各年度版         
（注）　平均値の差の検定は, 分散が等しくないと仮定した２標本によるｔ検定による。  
　　　なお, ＊＊＊は１％有意水準, ＊＊は５％有意水準, ＊は１０％有意水準を示す。      

第7表　現金預け金・国債の負債に対する比率 

対象行数 平均値 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

標準偏差 

ｔ値 有意水準 

平均値の差の検定結果 決算期 

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

地
域
銀
行
全
行 

Ⅰ 

地
銀 Ⅱ 

第
二
地
銀 

Ⅲ 

国
際
統
一
基
準
行 

Ⅳ 

国
内
基
準
行 

Ⅴ 
１１１ 
１１０ 
１０９ 
１０８ 
１０７ 

０．１５３１ 
０．１４７８ 
０．１４０３ 
０．１３０７ 
０．１３５８ 

０．０３８１ 
０．０３８９ 
０．０３８０ 
０．０３７５ 
０．０３９８ 

２．４７２４ 
４．３６７２ 
３．２６４２ 

６３ 
６３ 
６３ 
６３ 
６３ 

０．１５３９ 
０．１４７０ 
０．１３７０ 
０．１２５９ 
０．１３３６ 

０．０３６７ 
０．０３７７ 
０．０３６１ 
０．０３６６ 
０．０４３０ 

２．５７６２ 
４．２５２８ 
２．８３０４ 

４８ 
４７ 
４６ 
４５ 
４４ 

０．１５２１ 
０．１４８８ 
０．１４４９ 
０．１３７４ 
０．１３８９ 

０．０３９９ 
０．０４０４ 
０．０４０１ 
０．０３７８ 
０．０３４６ 

０．８６３３ 
１．８０５３ 
１．６７３９ 

９ 
９ 
９ 
８ 
８ 

０．１４１６ 
０．１２７３ 
０．１１８１ 
０．１０９９ 
０．１１４６ 

０．０２６３ 
０．０１８１ 
０．０２５８ 
０．０２８４ 
０．０１８５ 

１．８０７５ 
２．２３０２ 
２．３１９７ 

１０２ 
１０１ 
１００ 
１００ 
９９ 

０．１５４１ 
０．１４９６ 
０．１４２３ 
０．１３２３ 
０．１３７５ 

０．０３８９ 
０．０３９７ 
０．０３８３ 
０．０３７７ 
０．０４０６ 

２．１５６２ 
４．０２６３ 
２．９５１７ 

* 
** 
**

** 
*** 
***

** 
*** 
***

** 
*** 
***

 
* 
*
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された結果ではないかという批判も退けら

れないので，検証結果による解釈は限定的

にならざるを得ない。しかし，地域銀行の

行動に見られる傾向について，バーゼルⅡ

の問題点と指摘される観点から確かめたと

いう意味では意義はなくならないと考え

る。この立場から検証結果を解釈するなら

ば，次のような解釈が可能だろう。

現在考えられているバーゼルⅡ見直し案

のうち，レバレッジ比率の導入および流動

性カバレッジ比率の導入は，これらの規制

案が目指す方向に地域銀行の行動を導くた

めには必要だと言えよう。一方，自己資本

の質の向上，リスク捕捉の更なる強化，お

よび安定調達比率の導入を行う必要性は，

農林金融2010・9
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必ずしも確認できなかった。

本稿は，自己資本比率規制が地域銀行の

行動に与える影響について実証的に検証す

ることを目的にして，自己資本比率規制の

地域銀行の貸出行動への影響を考察すると

ともに，現行の自己資本比率規制であるバ

ーゼルⅡの問題点の地域銀行への影響も考

察した。

改めて，本稿の推計・検証結果をまとめ

ると次のようになる。

自己資本比率が下がれば（上がれば）貸

出額を減らした（増やした）というキャピ

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

資料　日本金融通信社『ニッキン資料年報』各年度版, 全国銀行協会『全国銀行財務諸表分析』各年度版            
（注）１　個人預金額が不明な銀行は、サンプルから除外した。   　　　　　　　　　　　　　　　

２　平均値の差の検定は, 分散が等しくないと仮定した２標本によるｔ検定による。       
　　　　なお, ＊＊＊は１％有意水準, ＊＊は５％有意水準, ＊は１０％有意水準を示す。      

第8表　負債のうち個人預金が占める比率 

対象行数 平均値 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

標準偏差 

ｔ値 有意水準 

平均値の差の検定結果 決算期 

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

０５.３ 
０６.３ 
０７.３ 
０８.３ 
０９.３ 

０５年３月期と０７年３月期との差 
０５年３月期と０８年３月期との差 
０５年３月期と０９年３月期との差 

地
域
銀
行
全
行 

Ⅰ 

地
銀 Ⅱ 

第
二
地
銀 

Ⅲ 

国
際
統
一
基
準
行 

Ⅳ 

国
内
基
準
行 

Ⅴ 

１０６ 
１０５ 
９６ 
１０６ 
１０７ 

０．６９１９ 
０．６８９０ 
０．６９３１ 
０．７０６９ 
０．７０６０ 

０．０５８８ 
０．０６７７ 
０．０５８９ 
０．０６０１ 
０．０６０６ 

ー０．１４９４ 
ー１．８２５５ 
ー１．７１３６ 

６３ 
６３ 
５７ 
６３ 
６３ 

０．６６４７ 
０．６６２５ 
０．６６８８ 
０．６８１１ 
０．６８３７ 

０．０４７５ 
０．０６３９ 
０．０５１６ 
０．０５０４ 
０．０５２８ 

ー０．４４９３ 
ー１．８６４１ 
ー２．１０４０ 

４３ 
４２ 
３９ 
４３ 
４４ 

０．７３１７ 
０．７２８７ 
０．７２８６ 
０．７４４５ 
０．７３７８ 

０．０５０５ 
０．０５２２ 
０．０５０２ 
０．０５２８ 
０．０５６６ 

０．２７０２ 
ー１．１４３５ 
ー０．５３０９ 

９ 
９ 
９ 
８ 
８ 

０．６６４０ 
０．６５０５ 
０．６６０４ 
０．６６３７ 
０．６６９２ 

０．０３８３ 
０．０４７６ 
０．０４２７ 
０．０３９１ 
０．０４２７ 

０．１６７５ 
０．０１５０ 
ー０．２４９８ 

９７ 
９６ 
８８ 
９８ 
９９ 

０．６９４５ 
０．６９２６ 
０．６９６１ 
０．７１０４ 
０．７０８９ 

０．０５９７ 
０．０６８２ 
０．０５９２ 
０．０６０２ 
０．０６０８ 

ー０．１８４８ 
ー１．８４５０ 
ー１．６７１３ 

 
* 
*

 
* 
*

 
* 
**
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タル・クランチの考えに沿った貸出行動

は，03年３月期～06年３月期の第二地銀で

見られたが，07年３月期以降では見られな

かった。また，バーゼルⅡの見直し案とし

て昨年末バーゼル銀行監督委員会で提示さ

れた内容のうち，レバレッジ比率と流動性

カバレッジの導入は効果的と言えるが，自

己資本の質の向上，リスク捕捉の更なる強

化，および安定調達比率導入については，

それらの必要性を必ずしも確認できなかっ

た。

本稿の推計・検証方法については，既述

のとおりより一層の精緻化・高度化が必要

であり，推計・検証結果にもとづく解釈は

限定的とならざるをえないが，そのことを

十分留意したうえで，地域銀行への自己資

本比率規制適用に関するインプリケーショ

ンを述べるならば次の２点が指摘できる。

①キャピタル・クランチが03年３月期～

06年３月期の第二地銀で生じていたことを

考えると，自己資本比率規制強化によって

再びキャピタル・クランチが起きる可能性

を排除できない。

②現在提示されているバーゼルⅡの見直

し案には，必ずしも導入の必要性を確認で

きない内容も含まれている。従って，見直

し案をそのまま適用することについては，

慎重な対応が求められる。

最後に，今後の課題として，地域銀行以

外の業態も分析対象に加えていくことおよ

び銀行行動の実体経済への影響に関する研

究にも取り組んでいくことを挙げておきた

い。
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